
会計年度任用職員 募集要項 

【試験区分：社会福祉会計指導監査事務】 

 
１ 募集内容等 

 ・採用予定人数  １人 
 ・職務内容    社会福祉会計指導監査事務等 
 ・受験資格    年齢・学歴不問、銀行等での融資・審査業務などの経験があって財務

諸表に精通しており、社会福祉法人及び社会福祉施設の会計について

知識を有する人。 
 
２ 勤務条件等 

 ・任用期間    採用日～令和６年３月３１日（予定） 
          ※ただし、勤務評価等により再度の任用を行う場合があります。 
・勤 務 地    市役所本庁舎（監査指導課） 

 ・報 酬 等    採用時の報酬月額は、２１６，８１５円（地域手当相当額を含む）で

す。このほか通勤手当相当額、期末手当が支給されます。今後の給与

改定の状況によっては、支給額が増減することがあります。 
 ・勤務時間     週４日の１日７時間３０分（週３０時間）８：３０～１７：００ 
・休  日    月～金曜日のうち所属長が指定する１日、土曜日、日曜日、及び祝日、

年末年始 
 ・休  暇    年次休暇ほか 
 ・服  務    会計年度任用職員は一般職の地方公務員となり、地方公務員法の服務

に関する各規定が適用されます。 
 ・条件付採用   地方公務員法第 22 条及び第 22 条の 2 第 7 項の規定に基づき、採用は

すべて条件付のものとし、採用後１か月間を良好な成績で勤務したと

きに会計年度任用職員として正式採用となります。 
 ・社会保険    健康保険、厚生年金、雇用保険が適用されます。 
 ・災害補償    公務上の災害又は通勤による災害についての補償制度があります。 
 
３ その他 

・申込方法    別添の申込書に必要事項を記入し、監査指導課へ申し込んでください。 
         郵送の場合は、簡易書留又は特定記録で郵送してください。 
・申込受付    令和４年１０月２４日（月曜日）～１１月７日（月曜日）（必着。申込

書を持参の場合は、受付時間は午前９時から午後５時１５分まで。） 

１１月１４日を過ぎても受験票が届かない場合、監査指導課まで連絡

して指示を受けてください。 
・試験日     令和４年１１月１８日（金曜日） 場所・時間は別途通知します。 
・試験の方法   書類審査及び面接試験 
・採用予定日   令和５年４月１日 
 
 
 
 
 

  

問合せ・申込先 

〒700-8544 岡山市北区大供一丁目１番１号 

 保健福祉局保健福祉部監査指導課 

 ℡：086-803-1205 



新型コロナウイルス感染症に関する 

令和４年度岡山市会計年度任用職員採用試験受験時の留意事項等について 

 

岡山市会計年度任用職員採用試験を受験される方は、以下の点に留意してください。 

安心して受験いただけるよう新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡大防止の観点か

ら、各種の対策を講じて運営を行いますので対策の徹底にご協力をお願いします。 

なお、新型コロナウイルス感染症をめぐる状況等により、試験の延期や試験方法の変更な

ど採用試験の実施に関する緊急のお知らせを行う場合があります。 

 

1【体調不良の方等】 

・新型コロナウイルス感染症に罹患し治癒していない方や、濃厚接触者として健康観察の指

示を受けている方は、他の受験者等への感染のおそれがあるため、当日の受験を控えてい

ただくようお願いします。また、発熱、咳などの風邪症状のある方で受験を憂慮される方

は、受験を自粛してくださるようお願いします。なお、これらを理由とする欠席者を対象

とした再試験の予定はありません。試験当日まで、ご自身の体調管理に努めてください。 

・また、試験当日の朝は、ご自身で体調の確認や検温を実施し、検温結果のメモをとるなど

して控えておいてください。（試験会場において咳などの症状がみられる場合等に確認さ

せていただく場合があります。） 

 

2【マスクの着用等】 

・試験会場では、感染予防のため、マスクの持参・着用をお願いします。なお、個別面接時

には、試験場係員の指示に従い、マスクを一時的に外してください。また、試験場係員も

必要に応じマスクを着用します。予めご了承ください。 

 

3【消毒薬の設置等】 

・当日、試験会場に、アルコール手指消毒薬を設置しますので、ご使用ください。また、適

宜、手洗いをするなど、感染症対策にご協力をお願いします。なお、携帯用アルコール手

指消毒薬 をお持ちの方は、持参しても差し支えありません。 

 

4【試験会場の換気等】 

・試験会場は換気のため、適宜、窓やドアを開けます。室温の変化に対応できる服装でお越

しください。 

 

5【その他】 

・試験会場までの経路上においても、各自、感染予防・拡大防止のための対応をお願いしま

す。 

 


